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男女がお互いの人権を尊重し、性別にとらわれ

ることなく、いきいきと個性と能力が発揮できる

男女共同参画社会を実現するために、市民と行政

が一体となって取り組む施策を明らかにしたプラ

ンで、平成８年３月に策定されたものです。

市では、平成８年度から今日まで、男女共同参画を目指した施策の展開を、「小

平アクティブプラン21―男と女の共同参画をめざして」に基づいて進めてきま

した。この間、国においては男女共同参画社会基本法が成立し、東京都では男女平等参画基本

条例が制定されるなど、男女平等を求める社会の動きはよりいっそう強いものとなっています。

このような社会環境の変化に伴い、新たな課題に対応するために、市では計画期間を平成

14年度から17年度までの４か年とする改定版「小平アクティブプラン21―男女共同参画社会

をめざして」を策定いたしました。この男女共同参画特集号でその概要をお知らせします。市

では、今後この計画に沿って事業を進めていきます。
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基本的人権が尊重され、性差別のない「男女共同参画社会」

を目指します。

º個人が自分自身の価値観に基づいて、自己の生き方を主体的に選

択できる「人が活きる」社会の実現

ºあらゆる場面において男女共同参画をすすめ、両性の力を等しく

発揮しあいながら発展していく「人と生きる」社会の実現

個の尊重

一人一人の個性が尊重され、個人の意思に基づい

た選択ができるような政策の展開が必要です。

男女平等社会の実現

法律上、制度上の平等だけではな

く、家庭、学校、職場、地域社会な

どのあらゆる場で平等を実現するこ

とです。
健やかな生活の充実

男女が共に生涯にわたり心身と

もに健やかに過ごすためには、日

ごろから、健康づくりや、健康管

理に対する認識を高めることや、

また歴史的に形成された性別役割

分担の考え方を変えて、老若男女

が共に協力し合い助け合っていく

ことが必要です。さらに近年は、

暴力による人権侵害が、新たな問

題となっており対策を求められて

います。

共にいきる国際社会

今日、国、地域を問わず女性たちが

抱える問題は、共通であると広く認識

され、国際的に問題を解決していこう

という姿勢が求められています。

男女平等達成の施策に関する諸外国の情報を収集

し、活用することが必要です。

男女平等教育の充実

男女の役割を分けるという意識や習慣は、子どもの成長過程において、しつ

けや教育などを通して身についていくもので、家庭や学校における教育の果た

す役割は大きく、保護者や教師の言動は、子どもたちに多大な影響を与えます。

また、性教育は異性を理解し、男

女平等意識を形成するうえで大切

です。このような観点から男女平

等教育の充実が必要です。

共同参画推進意識の形成

女性があらゆる分野に参画できる

ように、条件整備を行う行政の積極

的な姿勢は、男女共同参画意識の形

成に向けて不可欠な要因であり、民

間企業や地域社会の変革を促すこと

が期待されます。

共同参画推進のための整備

男女共同参画社会を実現するた

めには、市職員が市民といっしょ

になって考え、実行できるように

進めていくことが重要です。

庁内の「推進委員会」や市民・有

識者からなる「推進協議会」、公募市民からなる「推進実行委員会」

など、市民と行政のパートナーシップにより施策を展開する必要が

あります。


